
1 施設の概要

(1)施　設　名 倉敷老健（入所定員　150名）

(2)事業所番号 ３　３　５　０　２　８　０　０　０　８

(3)所　在　地 岡山県倉敷市老松町４丁目３－３８

(4)開　設　者 社会医療法人　全仁会

(5)電話番号 ０　８　６　－　４　２　７　－　１　１　１　１

2 施設の目的及び方針

(1)短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、要介護者（介護予防短期入

　所療養介護にあっては要支援者）の家庭等での生活を継続させるために立案された

　居宅サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学的管理

　の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、療養生活の

　質の向上及び家族の負担の軽減を目指します。

(2)入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護老人保健施設

　サービスの提供に努めます。

3 従業者の体制

(1)医師、薬剤師、看護及び介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士及び

　言語聴覚士、栄養士、介護支援専門員を基準に応じて配置します。

(2)その他の従業者は実情に応じた適当数を配置します。

4 従業者の職種、員数、職務内容

（１）施設長 　　１名

　　・施設の業務を把握し、所属従業者を指揮監督する。

（２）医師 １．５名以上（常勤換算）

　　・入所者の病状に応じ、適切な診療、健康管理、保健衛生指導を行う。

（３）薬剤師 ０．５名以上（常勤換算）

　　・入所者の薬剤の処方及び品質管理、服薬指導を行う。

（４）看護職員 　１５名以上（常勤換算）

　　・医師の診察介助、入所者の病状及び身体の状況に応じ適切な看護を提供する。

（５）介護職員 　３５名以上（常勤換算）

　　・入所者の病状及び身体の状況に応じ、適切な介護を提供する。

（６）理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士 　　３名以上(常勤換算）

　　・入所者の機能回復訓練及び日常生活動作能力の改善の指導を行う。

（７）介護支援専門員 　　２名以上（常勤）

　　・入所者に対して適切な施設ｻｰﾋﾞｽ計画を作成し、自立に向けて支援する。

（８）支援相談員 １．５名以上（常勤）

　　・入所者又はその家族からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う。 .

（９）管理栄養士 　　１名以上（常勤）

　　・給食業務の指導管理及び入所者の栄養指導を行う。

（１０）事務員 　　適当数

　　・施設運営に必要な事務を行う。

但し、職種別員数については、介護保険法により前年度実績より算出している。

重要事項説明書
短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）
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介護度 多床室 1割 個室 1割 

要介護１ 999円 916円

要介護２ 1,076円 990円

要介護３ 1,141円 1,055円

要介護４ 1,199円 1,114円

要介護５ 1,258円 1,171円

　上記各料金には夜勤職員配置加算２４円・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)２２円、

　（1割負担の方の場合。2割負担、3割負担の方はそれぞれ2倍、3倍になります）

金　額

1割

療養食加算 8円/食

送迎加算（片道） 184円／回

個別リハビリテーショ

ン実施加算

重度療養管理加算1 120円／日

認知症行動・心理症状

緊急対応加算

若年性認知症入所者

受入加算1

緊急短期入所受入加算 90円／日

生産性向上推進体制加算 10円／月

栄養マネジメント強化加算 11円／月

※別途基本料金と加算料金の合計額に５．４％相当の介護職員等処遇改善加算が加わります。

　（1割負担の方の場合。2割負担、3割負担の方はそれぞれ2倍、3倍になります）

介護度 多床室　1割 個室　1割

要支援１ 718円 678円

要支援２ 880円 824円

　上記各料金には夜勤職員配置加算24円・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）22円が含まれます。

　（1割負担の方の場合。2割負担、3割負担の方はそれぞれ2倍、3倍になります）

金　額

1割

療養食加算 8円／食

送迎加算（片道） 184円／回

個別リハビリテーショ

ン実施加算

認知症行動・心理症状

緊急対応加算

若年性認知症入所者

受入加算

生産性向上推進体制加算 10円／月

※別途基本料金と加算料金の合計額に５．４％相当の介護職員等処遇改善加算が加わります。

200円／日

120円／日

120円／日

（２）予防短期入所療養介護の基本料金（施設利用料／日）

・加算料金（それぞれ実施した場合に基本料金に加算されます。）

項　目

240円／日

 利用料金（保険給付の自己負担額1割の場合）　※2割負担、3割負担の方はそれぞれ2倍、3倍になります

（１）短期入所療養介護の基本料金（施設利用料／日）

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ51円が含まれています。

・加算料金（それぞれ実施した場合に基本料金に加算されます。）

項　目

240円／日

200円／日
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6 その他の費用
　　   ①食費
       第4段階の方につきましては、1,680円となります。（朝食320円、昼食730円（おやつ代50円含む）、
       夕食630円）施設で提供する食事をおとりいただいた場合にお支払いいただきます。

利用者負担段階
第１段階
第２段階

第３段階①
第３段階②
第４段階

        ※第1～第3段階の方につきましては、1,445円となります。　（朝食274円　昼食637円　夕食534円）
　（ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている
　負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。）
　②滞在費（療養室の利用料）／１日※
　　（ａ）従来型個室　1,728円
　　（ｂ）多床室　　　　　437円
　（ただし、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている
　滞在費の負担限度額が１日にお支払いいただく滞在費の上限となります。）

　③特別な室料／１日

6,600円

　　　個　室B（６５０，６５５，６５６，６６１，６６２，６６７，７６７，８５０，８５８号） 4,400円

　　　個　室Ａ（６０８,６１０,６５１,６５２,６５３,６５７,６５８,６６０,６６３,６７１,６７２,６７３,７０６,７０８,７０９,７１０,

　　　　　　　　　７５０,７５１,７５２,７５３,７５５,７５６,７５７,７５８,７６０,７６１,７６２,７６３,７７０,７７１,７７２,７７３,

　　　　　　　　　７７５,８５１,８５２,８５３,８５５,８５６,８５７,８７０,８７１,８７２号）

　　　　２人室（５０１,５０２,５０３,５０５,６０６,６０７,６６５,７０７,７６５号） 2,750円
1,870円

　　　　個室、２人室のご利用を希望する場合にお支払いいただきます。

　　　　なお、外泊時にもいただくことになります。

　④日常生活品費／１日

　　薬用石鹸、薬用シャンプー、ティッシュペーパー、化粧品等

　⑤教養娯楽費／１日

　　趣味・クラブ活動の材料費、館内喫茶利用費、行事会の参加費等

　⑥電気代／１日

　　テレビ、冷蔵庫、ラジカセ、ラジオ、アンカ、電気毛布、電気ポット　等

　※上記④⑤⑥は、別表に掲げる品目について、必要に応じて利用者から選択いただき、

　　その合計額をお支払いいただきます。

　⑦理美容代／１回 実費

  　委託業務によるサービスになります。老健事務所にてお支払いをお願い致します。

　⑧診断書料／各１通

1,100円

　※一部例外があります。その他の証明書・明細書については、入所者又はその家族

　　に説明を行い、同意を得たものを徴収いたします。

領収証明書

身体障害用診断書

5,500円
年金関係診断書

成年後見人申請用診断書

後遺障害診断書

1,300円
1,680円

　　　特別室(６７０号室）

通院・入院証明書
5,500円

死亡診断書

食費／１日
300円
600円

1,000円
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　⑨その他 実費

　　　　日常生活に係る費用等の徴収が必要になる場合は、利用者又はその家族に

　　　　説明を行い、同意を得たものを徴収いたします。

7 施設の利用に当たっての留意事項

　　　　入所者が、介護保健施設サービスの提供を受ける際に留意していただく事項は、

　　　別紙「入所者のみなさまへ」のとおりとする。

8 通常の事業の実施地域

　　　　倉敷市、総社市、早島町

9 緊急時の対応

(1)施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合は、協力医療機関である倉敷

　　平成病院（※１）　等での診療を依頼することがあります。

(２)短期入所利用中に入所者の心身の状態が急変した場合は、入所者及び保護者が指定

　　する者に対し、緊急に連絡します。

※１）協力医療機関

医療機関名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

主な診療科

10 事故発生時の対応

(1)入所者に対する介護保健施設サービスの提供により、事故が発生した場合は、速やか

　　に入所者の家族等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じます。

(２)前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。

(3)事故防止のため、委員会等において転倒、転落、誤飲、誤嚥、無断離施設などについ

　　て、具体的な事故防止の対策を関係職員に周知徹底すると共に、事故が生じた際には

　　その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。

（4）事業者は、サービスの提供にともなって、入所者の身体・財産・信用等を傷つけた場合

　　には、その損害を速やかに賠償するものとします。

　　但し、サービス提供にともなって、事業者の責に帰すべからざる理由により生じた損害は

　　賠償されません。とりわけ、以下の事項に該当する場合には、事業者は損害賠償義務を

　　負いません。

　①　入所者もしくは介護者が、サービス提供実施のために必要な事項に関する聴取・確認

　　　に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が

　　　発生した場合。

　②　入所者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に起因

　　　して損害が発生した場合。

　③　入所者もしくは介護者が、事業者及び従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因

　　　して損害が発生した場合。

倉敷平成病院

倉敷市老松町4丁目3-38　

086-427-1111

086-427-8001

脳外科、神経内科、整形外科
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(5)入所者に対する介護保健施設サービスの提供により、下記に該当する事故が発生した場

　　合は、速やかに市町村へ連絡を行なうとともに、必要な措置を講じます。

　①　入所者に対する介護サービスの提供により発生した治療を伴う事故、又は死亡事故。

　②　入所者に対する介護サービスの提供により発生、若しくは請求された損害賠償事故。

　③　食中毒及び感染症等で、法令により保健所等へ通報が義務付けられている事由事故。

11 相談又は苦情等の申出

　入所者又はその家族は、提供された施設サービスに関し、相談又は苦情等について、

　次の窓口へ申し出ることができます。

担当者

連絡先

　岡山県倉敷市保健福祉局健康福祉部介護保険課

　　窓口所在地　岡山県倉敷市西新田６４０番地

　　受付時間　月曜日～金曜日（８時３０分～１７時１５分）（土・日曜日、祝日を除く）

　　連絡先　　　０８６－４２６－３３４３

　岡山県総社市保健福祉部長寿介護課

　　窓口所在地　岡山県総社市中央1丁目1番1号

　　受付時間　月曜日～金曜日（８時３０分～１７時１５分）（土・日曜日、祝日を除く）

　　連絡先　　　０８６６－９２－８３６９

　岡山県都窪郡早島町健康福祉課

　　窓口所在地　岡山県都窪郡早島町前潟360-1

　　受付時間　月曜日～金曜日（８時３０分～１７時１５分）（土・日曜日、祝日を除く）

　　連絡先　　　０８６－４８２－２４８３

　岡山県国民健康保険団体連合会

　　窓口所在地　岡山県岡山市北区桑田町１７番５号

　　受付時間　月曜日～金曜日（８時３０分～１７時）（土・日曜日、祝日を除く）

　　連絡先　　　０８６－２２３－９１０１

12 サービスの第三者評価の実施状況

　①　実施の有無 ：未実施、 ②　実施した直近の年月日： 該当なし 

　※　別途、ご家族にご協力頂き、提供するサービスの評価アンケートを、定期的に実施致しております。

13 その他

　入所者の退所の際、より良い居宅サービス計画（ケアプラン）作成のため、必要な場合

　には、居宅介護支援事業者に対して、入所者等の情報を提供することができるものと

　します。

０　８　６　－　４　２　７　－　１　１　１　１

　③　実施した評価機関の名称：該当なし、④　評価結果の開示状況： 該当なし

倉敷老健　介護支援専門員

2026.4　　倉敷老健
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